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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子の画像データの内の一部を記録するクロップ高速撮影機能を備えたカメラにお
いて、
　被写界を測光する測光手段と、
　クロップ高速撮影モードが設定されているとき、前記測光手段の測光結果に応じてファ
インダー視野の中のクロップ高速撮影で画像を記録しない無効領域の透過率を決定する透
過率決定手段とを備え、
　前記測光手段は、ファインダー視野の中のクロップ高速撮影で画像を記録する有効領域
の被写体輝度を測光し、
　前記透過率決定手段は、前記測光手段による前記有効領域の被写体輝度が高いほど透過
率を低くすることを特徴とするカメラ。
【請求項２】
　撮像素子の画像データの内の一部を記録するクロップ高速撮影機能を備えたカメラにお
いて、
　被写界を測光する測光手段と、
　クロップ高速撮影モードが設定されているとき、前記測光手段の測光結果に応じてファ
インダー視野の中のクロップ高速撮影で画像を記録しない無効領域の透過率を決定する透
過率決定手段とを備え、
　前記測光手段は、ファインダー視野の中のクロップ高速撮影で画像を記録する有効領域
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の被写体輝度と前記無効領域の被写体輝度を測光し、
　前記有効領域と前記無効領域の輝度差に応じて前記透過率決定手段で決定した透過率を
補正する補正手段を備えることを特徴とするカメラ。
【請求項３】
　請求項２に記載のカメラにおいて、
　前記補正手段は、前記有効領域の被写体輝度が前記無効領域の被写体輝度より高いほど
透過率が高くなるように補正することを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像素子の撮像領域全域の画素出力を画像データとして記録する通常撮影モードの他に
、撮像領域の中の中央部の画素出力を画像データとして記録するクロップ高速撮影モード
を備えたデジタル一眼レフカメラがある。クロップ高速撮影モードでは通常撮影モードに
比べて画像データ量が少ないので高速撮影が可能である。
【０００３】
　クロップ高速撮影モードを備えたカメラでは、ファインダーに結像される被写体像のど
の部分が記録されるのかを撮影者に認識させるために、スーパーインポーズ表示板（以下
、ＳＩ表示板という）にクロップ高速撮影枠マークを描き、被写体像に重畳して表示して
いる。
【０００４】
　ところが、クロップ高速撮影枠マークのみでは解りにくいため、クロップ高速撮影モー
ドを頻繁に使用する撮影者のために、クロップ高速撮影専用ファインダーが提供されてい
る。このクロップ高速撮影専用ファインダーでは、ファインダーに表示される被写体像の
中の画像が記録されない領域（以下、無効領域という）に対してはＳＩ表示板上に薄い膜
を蒸着させ、画像が記録される領域（以下、有効領域という）よりも透過率を低くしてい
る。
【０００５】
　しかし、通常撮影用ファインダーをクロップ高速撮影専用ファインダーに交換する手間
がかかるため、拡散型液晶を用いてＳＩ表示板を製作し、無効領域の被写体像を遮光して
有効領域の画像のみを表示するようにしたファインダーが知られている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００６】
　この出願の発明に関連する先行技術文献としては次のものがある。
【特許文献１】特開平１１－２４９２０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した後者のファインダーでは、ファインダー自体を交換する手間は省かれるが、無
効領域の画像が表示されないので無効領域にある背景を視認できなくなり、撮影に先立っ
て撮影範囲と画角を決定するときに不便である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載のカメラは、撮像素子の画像データの内の一部を記録するクロップ高速
撮影機能を備えたカメラにおいて、被写界を測光する測光手段と、クロップ高速撮影モー
ドが設定されているとき、測光手段の測光結果に応じてファインダー視野の中のクロップ
高速撮影で画像を記録しない無効領域の透過率を決定する透過率決定手段とを備え、測光
手段は、ファインダー視野の中のクロップ高速撮影で画像を記録する有効領域の被写体輝
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度を測光し、透過率決定手段は、測光手段による有効領域の被写体輝度が高いほど透過率
を低くすることを特徴とする。
　請求項２に記載のカメラは、撮像素子の画像データの内の一部を記録するクロップ高速
撮影機能を備えたカメラにおいて、被写界を測光する測光手段と、クロップ高速撮影モー
ドが設定されているとき、測光手段の測光結果に応じてファインダー視野の中のクロップ
高速撮影で画像を記録しない無効領域の透過率を決定する透過率決定手段とを備え、測光
手段は、ファインダー視野の中のクロップ高速撮影で画像を記録する有効領域の被写体輝
度と無効領域の被写体輝度を測光し、有効領域と無効領域の輝度差に応じて透過率決定手
段で決定した透過率を補正する補正手段を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、撮影に先だって無効領域の背景を視認しながら最適な撮影範囲と画角
を決定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
《発明の第１の実施の形態》
　図１は一実施の形態のカメラの上面図、図２は同カメラの背面図である。なお、通常、
カメラには多くの操作部材や表示部材、あるいは制御機器が取り付けられているが、この
明細書では本実施の形態に直接、関係のある部材のみを中心に説明する。カメラボディ１
にはレンズ２が装着されている。レンズ２は交換可能であり、撮影条件などに応じて各種
レンズを装着することができる。
【００１１】
　カメラボディ１の上面にはメインスイッチ３が配置されており、このメインスイッチ３
によりカメラの電源を入り切りすることができる。また、上面表示パネル４にはシャッタ
ー秒時、絞り値、電池残量、撮影コマ数、ＡＦ（Auto Focus）エリアなどの撮影に関する
情報が表示される他、クロップ高速撮影モードなどの各種撮影モードの設定状態が表示さ
れる。
【００１２】
　カメラボディ１の背面上部にはファインダー接眼窓１１が設けられ、撮影者がレンズ２
で捕捉している被写体像を視認することができる。詳細を後述するが、この被写体像には
スーパーインポーズ表示板（ＳＩ表示板）を用いてシャッター秒時、絞り値、撮影コマ数
、ＡＦエリアなどの撮影に関する情報の他に、クロップ高速撮影モード設定時に画像が記
録される領域（有効領域）と画像が記録されない領域（無効領域）などが表示される。
【００１３】
　カメラボディ１の背面中央にはＴＦＴ液晶モニター１２が配置され、撮像した画像や各
種メニュー画面などが表示される。クロップ高速撮影モードなどのカメラの各種撮影条件
を設定する場合には、カメラボディ１の背面にあるメニューボタン１３を操作してモニタ
ー１２にメニュー画面を表示させ、マルチセレクター１４を操作して任意の撮影条件を設
定する。
【００１４】
　図３は、一実施の形態のカメラの撮像光学系とファインダー光学系を示す横断面図であ
る。撮像時はメインミラー２１とサブミラー２２がレンズ２の撮影光路から待避され、レ
ンズ２から入射した被写体光が撮像素子２３へ導かれ、その受光面上に被写体像が結像さ
れる。一方、非撮影時にはメインミラー２１とサブミラー２２がレンズ２の撮影光路中に
置かれ、レンズ２から入射した被写体光の一部はメインミラー２１により反射され、拡散
型ファインダースクリーン２４と上述したＳＩ表示板２５を透過し、さらにペンタプリズ
ム２６で反射されて接眼レンズ２７へ導かれる。
【００１５】
　ファインダースクリーン２４上にはレンズ２により被写体像が結像され、さらにＳＩ表
示板２５により被写体像にクロップ高速撮影モードの有効領域と無効領域を含む各種撮影
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情報が重畳して表示される。撮影者は接眼レンズ２７を介してレンズ２で捕捉している被
写体像と各種撮影情報とを視認することができる。
【００１６】
　図４はＳＩ表示板２５の正面図であり、(ａ)はクロップ高速撮影モード設定時のファイ
ンダー内表示を示し、(ｂ)は通常撮影モード設定時のファインダー内表示を示す。ＳＩ表
示板２５の中央部にはＡＦエリアマーク３１が配置され、信号端子３２を介してＡＦエリ
アマーク３１を駆動し選択エリアを表示する。
【００１７】
　ここで、ＳＩ表示板２５には、無効領域３４に印加する電圧レベルによって光の散乱具
合が変化する部材を用いる。このような部材として例えばゲストホスト液晶、ナノクロミ
ック素子、液晶ホログラムを用いることができる。ゲストホスト液晶とナノクロミック素
子は、両面ガラスの透明電極に印加する電圧に応じて透過率が変化し、高い電圧を印加す
るほど透過率が低くなる特性を有する。一方、液晶ホログラムは、両面ガラスの透明電極
に印加する電圧に応じて透過率が変化し、高い電圧を印加するほど透過率が高くなる特性
を有する。この第１の実施の形態では、ＳＩ表示板２５に後者の液晶ホログラムを用いた
例を示すが、ゲストホスト液晶やナノクロミック素子を用いてもよい。
【００１８】
　クロップ高速撮影モード設定時には、(ａ)図に示すように、被写体像の中の画像を記録
する中央領域すなわち有効領域３３と、画像を記録しない周辺領域すなわち無効領域３４
とを明確に視認できるように表示する。この第１の実施の形態ではＳＩ表示板２５に液晶
ホログラムを用いるので、信号端子３５に駆動電圧を印加しないようにして無効領域３４
の透過率が低下させ、被写体像の有効領域３３は鮮明に視認できるが無効領域３４は見え
にくくする。これにより、画像を記録する領域と記録しない領域とを撮影者に明確に認識
させることができる。
【００１９】
　一方、通常撮影モード設定時には、被写体像の中の中央部の有効領域３３と周辺部の無
効領域３４の両方の画像を記録するので、(ｂ)に示すように、有効領域３３と無効領域３
４のどちらの被写体像も鮮明に視認できなければならない。この第１の実施の形態ではＳ
Ｉ表示板２５にゲストホスト液晶を用いるので、信号端子３５に駆動電圧を印加して無効
領域３４の透過率を高くして有効領域３３の透過率と等しくなるようにし、被写体像の全
領域を鮮明に視認させる。
【００２０】
　図５は第１の実施の形態のカメラの電気ブロック図である。なお、図１～図４に示す機
器と同様な機器に対しては同一の符号を付して説明を省略する。マイクロコンピューター
４１はカメラの各種演算、シーケンス動作などを制御する。バッテリー４２はカメラ各部
に電源を供給する。
【００２１】
　ＤＣ／ＤＣコンバーター４３はバッテリー４の電源電圧を所定の電圧に変換し、各種制
御回路とアクチュエーターへ供給する。マイクロコンピューター４１によりコントロール
端子ＣＴＬがハイレベルにされるとＤＣ／ＤＣコンバーター４３が起動し、各種電源Ｖcr
op、Ｖsi、Ｖccの供給を開始する。ＶcropはＳＩ表示板２５の端子３５へ供給されるクロ
ップ高速撮影モード設定時の駆動電源である。また、Ｖccは制御用電源であり、ＶsiはＳ
Ｉ表示板２５の制御用電源である。
【００２２】
　レギュレーター４４はバッテリー４の電源電圧を入力して所定電圧の安定化電源Ｖreg
を生成し、マイクロコンピューター４１へ供給する。スイッチ４５はメニューボタン１３
が押圧されると閉路するスイッチであり、閉路時にはモニター１２にメニュー画面を表示
する。スイッチ４６はマルチセレクター１４に連動して開閉するスイッチであり、開閉状
態に応じてメニュー画面に表示された複数のメニューの中から任意のメニューを選択する
。
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【００２３】
　ＴＦＴドライバー４７はＴＦＴ液晶モニター１２を駆動し、マイクロコンピューター４
１から送られる表示データとコマンドにしたがって各種情報をモニター１２に表示する。
ＥＥＰＲＯＭ４８は、カメラの各種設定情報や制御パラメーターなどを記憶する不揮発性
メモリである。
【００２４】
　測光部４９は被写体の輝度を測定する。なお、クロップ高速撮影モードのために、画面
中央部の有効領域３３と周辺部の無効領域３４とを独立に測光することもできる。測距部
５０は被写体の撮影距離を測定する。マイクロコンピューター４１は、測光部４９による
測光結果に基づいてシャッター秒時や絞りなどの露光条件を決定するとともに、測距部５
０による測距結果に基づいてレンズ２のフォーカシングを行う。記録媒体５１は撮像画像
を記録するメモリであり、ＣＦカードやＳＤカードを用いることができる。
【００２５】
　ＡＦエリア表示ドライバー５２はＳＩ表示板２５の信号端子３２を介してＡＦエリアマ
ーク３１を駆動し、撮影者がマルチセレクター１４により選択したＡＦエリア、またはカ
メラが自動的に選択したＡＦエリア、あるいは合焦したＡＦエリアを点灯表示する。
【００２６】
　ＦＥＴ５３はＳＩ表示板２５の信号端子３５を介して無効領域３４を駆動し、クロップ
高速撮影モード設定時に無効領域３４の透過率を低下させる。マイクロコンピューター４
１によりＦＥＴ５３がオンされると、ＳＩ表示板２５の信号端子３５に電源Ｖcropを抵抗
器５４、５５で分圧した電圧が印加され、無効領域３４の透過率が有効領域３３と同一の
透過率になる。この結果、有効領域３３はもちろんのこと、無効領域３４の被写体像も鮮
明に表示される。
【００２７】
　一方、マイクロコンピューター４１によりＦＥＴ５３がオフされるとＳＩ表示板２５の
信号端子３５に電圧が印加されなくなり、無効領域３４の透過率が低下する。これにより
、有効領域３３の被写体像は鮮明に表示されるが、無効領域３４の被写体像は見えにくく
なり、クロップ高速撮影モード設定時の画像記録領域を正しく把握させることができる。
【００２８】
　図６は第１の実施の形態のカメラのメイン処理を示すフローチャート、図７はクロップ
高速撮影割り込み処理を示すフローチャート、図８はクロップ表示処理ルーチンを示すフ
ローチャートである。これらのフローチャートにより、第１の実施の形態の動作を説明す
る。マイクロコンピューター４１は、メインスイッチ３がオンされると図６に示すカメラ
のメイン処理を開始する。
【００２９】
　図６のステップ１０１においてメインスイッチ３がオンされるとＤＣ／ＤＣコンバータ
ー４３を起動し、各種電源Ｖcrop、Ｖsi、Ｖccをカメラの各種回路および機器へ供給する
。続くステップ１０２でＥＥＰＲＯＭ４８からカメラの設定情報や制御パラメーターを読
み出し、カメラの初期設定を行う。これらの設定情報の中にはクロップ高速撮影モードの
設定情報が含まれる。また、ステップ１０３では測光部５０から測光情報を取得する。
【００３０】
　ステップ１０４においてクロップ高速撮影モードが設定されているか否かを確認し、設
定されているときはステップ１０５へ進み、設定されていないときはステップ１０５をス
キップする。クロック高速撮影モードが設定されているときは、ステップ１０５で図８に
示すクロップ表示処理ルーチンを実行する。
【００３１】
　図８のステップ３０１においてＦＥＴ５３をオフしてＳＩ表示板２５の信号端子３５へ
の電圧印加を解除する。これにより、無効領域３４の透過率が有効領域３３の透過率より
も低い所定の透過率になり、有効領域３３の被写体像は鮮明に表示されるが、無効領域３
４の被写体像は見えにくくなり、クロップ高速撮影モード設定時の画像記録領域を正しく
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認識させることができる。
【００３２】
　図６のステップ１０６において測距部５０から測距情報を取得し、続くステップ１０７
でレンズ２と通信を行い、測距情報に基づいてレンズ２のフォーカシングを行う。その後
、ステップ１０３へ戻って上述した処理を繰り返し、撮影に必要な最新の測光情報と測距
情報を取得する。
【００３３】
　なお、メインスイッチ３をオフすると、カメラの設定情報や制御パラメーターをＥＥＰ
ＲＯＭ４８に記憶してからＤＣ／ＤＣコンバーター４３を停止し、カメラの各種回路およ
び機器への各種電源Ｖcrop、Ｖsi、Ｖccの供給を停止する。なお、ＥＥＰＲＯＭ４８に記
憶される設定情報にはクロップ高速撮影モードの設定情報も含まれる。
【００３４】
　次に、図７に示すクロップ高速撮影割り込み処理を説明する。マイクロコンピューター
４１は、メニューボタン１３が押圧されスイッチ４５が閉路すると、このクロップ高速撮
影割り込み処理を開始する。ステップ２０１でスイッチ４５の開閉状態によりメニューボ
タン１３の操作を確認する。メニューボタン１３の押圧操作がないときはステップ２０８
へ進み、その他の割り込み要因を判定し、その処理を行う。
【００３５】
　メニューボタン１３が押圧操作されたときはステップ２０２へ進み、メニュー画面の表
示データをＴＦＴドライバー４７へ送り、モニター１２にメニュー画面を表示する。続く
ステップ２０３でマルチセレクター１４によりクロップ高速撮影モードが選択されたか否
かを確認する。クロップ高速撮影モードが選択されていないときはステップ２０７へ進み
、選択された他のメニュー処理を行う。
【００３６】
　クロップ高速撮影モードが選択されたときはステップ２０４へ進み、マルチセレクター
１４によりクロップ高速撮影モードの設定操作がなされたか否かを確認する。クロップ高
速撮影モードの設定操作がなされたときはステップ２０５へ進み、図８に示すクロップ表
示処理ルーチンを実行する。
【００３７】
　上述したように、図８のステップ３０１でＦＥＴ５３をオフしてＳＩ表示板２５の信号
端子３５への電圧印加を解除し、無効領域３４の透過率を有効領域３３の透過率よりも低
い所定の透過率にする。これにより、有効領域３３の被写体像は鮮明に表示されるが、無
効領域３４の被写体像は見えにくくなり、クロップ高速撮影モード設定時の画像記録領域
を正しく認識させることができる。
【００３８】
　一方、クロップ高速撮影モードの設定操作がなされなかったときはステップ２０６へ進
み、ＦＥＴ５３をオンしてＳＩ表示板２５の信号端子３５へ電圧を印加し、無効領域３４
の透過率を有効領域３３の透過率と同じにする。これにより、有効領域３３と無効領域３
４の被写体像がともに鮮明に表示される。
【００３９】
　このように、第１の実施の形態によれば、撮像素子の画像データの内の一部を記録する
クロップ高速撮影機能を備えたデジタル一眼レフカメラの光学ファインダーにおいて、ク
ロップ高速撮影モードが設定されると、ファインダー画像の中のクロップ高速撮影で画像
を記録しない領域（無効領域）の画像を半透過にするようにしたので、撮影に先だって無
効領域の背景を視認しながら最適な撮影範囲と画角を決定することができる。
【００４０】
《発明の第２の実施の形態》
　上述した第１の実施の形態では、クロップ高速撮影モード設定時には、無効領域３４の
透過率を有効領域３３の透過率よりも低い一定の透過率とする例を示したが、この第２の
実施の形態では無効領域３４の透過率を被写体輝度に応じた透過率とする例を説明する。
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【００４１】
　図９は第２の実施の形態のカメラの電気ブロック図である。なお、図５に示す機器と同
様な機器に対しては同一の符号を付して説明を省略する。Ｄ／Ａコンバーター６１は、マ
イクロコンピューター４１により指示された駆動電圧をＳＩ表示板２５の端子３５に印加
し、無効領域３４の透過率を変える。
【００４２】
　この第２の実施の形態では、ＳＩ表示板２５にゲストホスト液晶またはナノクロミック
素子を用いる例を示すが、もちろん液晶ホログラムを用いてもよい。上述したように、ゲ
ストホスト液晶とナノクロミック素子は、両面ガラスの透明電極に印加する電圧に応じて
透過率が変化し、高い電圧を印加するほど透過率が低くなる特性を有する。
【００４３】
　第２の実施の形態のマイクロコンピューター４１の動作において、第１の実施の形態の
図６に示すメイン処理と図７に示すクロップ高速撮影割り込み処理については同様であり
、それらの図示と説明を省略する。この第２の実施の形態ではクロップ表示処理ルーチン
が異なる。図１０は第２の実施の形態のクロップ表示処理ルーチンを示すフローチャート
である。
【００４４】
　ステップ４０１においてＳＩ表示板２５の無効領域３４の透過率を決定する。マイクロ
コンピューター４１は、このクロップ表示割り込みルーチンの起動直前に測光部４９から
入手した被写体輝度に基づいて透過率を決定する。ここで、この被写体輝度は撮影画面の
中の有効領域３３の被写体輝度の平均値である。なお、撮影画面全体、すなわち有効領域
３３と無効領域３４の両方の輝度の平均値に基づいて無効領域３４の透過率を決定しても
よい。
【００４５】
　表１に被写体輝度（ＥＶ）に対する無効領域３４の透過率（％）を示す。また、表２は
透過率（％）に対するＳＩ表示板２５の駆動電圧（Ｖ）を示す。
【表１】
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【表２】

【００４６】
　撮影に先立ち被写界の撮影範囲と画角を決定するときに、画面中央部の主要被写体はも
ちろんのこと、画面周辺部の背景もしっかり見ながら決定する必要がある。ＳＩ表示板２
５の無効領域３４の透過率を低くして画面周辺の背景を遮蔽してしまうと、画面中央部の
有効領域３３の主要被写体のみを見ながら撮影範囲と画角を決定することになり、最適な
撮影範囲と画角で撮影を行うチャンスを逃してしまうことになる。
【００４７】
　そこで、この第２の実施の形態では、表１から明らかなように、被写体輝度が低いほど
無効領域３４の透過率を高くする。被写体輝度が低いときは画面周辺の背景が暗い状態に
あり、このような場合には透過率を上げて画面周辺の背景を見やすくする。これにより、
画面中央部の主要被写体から画面周辺の背景までをしっかり見ながら最適な撮影範囲と画
角を決定できる。
【００４８】
　逆に、被写体輝度が高いときは無効領域３４の透過率を低くする。被写体輝度が高いと
きは画面周辺の背景も明るい状態にあり、このような場合には透過率を低くしても画面周
辺の背景を十分に視認できるから、最適な撮影範囲と画角を決定できる。さらに、無効領
域３３の透過率を低くして画面中央部と周辺部との輝度差、つまり明暗差をより大きくす
ることによって、撮影者はクロップ高速撮影設定時の画像記録領域（有効領域３３）を確
実に把握することができる。
【００４９】
　被写体輝度に応じて透過率を決定する実施例を説明する。今、測光部４９から５．５Ｅ
Ｖの被写体輝度を得たとすると、表１から４０％の透過率が得られ、表２から２．１Ｖの
駆動電圧が得られる。なお、表２では５％間隔の透過率に対する駆動電圧を示すが、透過
率の中間値に対する駆動電圧は補間により求める。
【００５０】
　クロップ表示用電源Ｖcropを６Ｖとし、Ｄ／Ａコンバーター６１の分解能を８ｂｉｔと
すると、マイクロコンピューター４１からＤ／Ａコンバーター６１へ送信するコマンドは
１６進数の４８Ｈになる。Ｄ／Ａコンバーター６１はコマンド４８Ｈを受信して２．１Ｖ
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領域３４の透過率が４０％になる。
【００５１】
　図１０のステップ４０２において透過率に応じたコマンドをＤ／Ａコンバーター６１へ
送り、Ｄ／Ａコンバーター６１により透過率に応じた駆動電圧をＳＩ表示板２５の信号端
子３５へ印加させる。これにより、ＳＩ表示板２５の無効領域３４の透過率が被写体輝度
に応じた透過率に設定される。
【００５２】
　このように、第２の実施の形態によれば、被写界を測光し、その測光結果に応じて無効
領域の透過率を変えるようにしたので、被写体輝度が変化しても撮影画面の中の有効領域
を確実に認識することができる。
【００５３】
　また、第２の実施の形態によれば、撮影画面の中のクロップ高速撮影で画像を記録する
領域（有効領域）の被写体輝度を測光し、有効領域の被写体輝度が高いほど透過率を低く
するようにしたので、被写体輝度が高いときは透過率を低くしても無効領域の背景を十分
に認識でき、撮影に先だって無効領域の背景を視認しながら最適な撮影範囲と画角を決定
することができる。さらに、被写体輝度が高いときは有効領域と無効領域の明るさの違い
が大きくなるので、撮影画面の中の有効領域を確実に認識することができる。
【００５４】
　なお、有効領域と無効領域の両方の被写体輝度に基づいて無効領域の透過率を決定する
場合でも上記とほぼ同様な効果が得られるが、有効領域の被写体輝度のみに基づいて無効
領域の透過率を決定する場合の方が、主要被写体を捕捉している有効領域の輝度のみを用
いて無効領域の透過率を決定するので、ファインダー画像上において主要被写体（有効領
域）とその背景（無効領域）との境界をより明確に表示することができる。
【００５５】
《発明の第３の実施の形態》
　上述した第２の実施の形態では、撮影画面中央部の被写体輝度または撮影画面全体の被
写体輝度に応じてＳＩ表示板２５の無効領域３４の透過率を決定する例を示したが、この
第３の実施の形態では被写体輝度に応じて決定した無効領域３４の透過率を、有効領域３
３と無効領域３４の輝度差に応じて補正する例を説明する。なお、この第３の実施の形態
の構成と動作については上述した第２の実施の形態の構成と動作と同様であり、図示と説
明を省略する。
【００５６】
　図１１に示すように、有効領域３３で輝度Ｅ１（ＥＶ）が測定され、無効領域３４で輝
度Ｅ２（ＥＶ）が測定されたとする。まず、第２の実施の形態と同様に有効領域３３の平
均輝度Ｅ１に基づいて表１から無効領域３４の透過率を決定する。無効領域３４の透過率
をＴｃとする。なお、有効領域３３と無効領域３４の平均輝度に基づいて無効領域３４の
透過率を決定してもよい。
【００５７】
　表３は有効領域３３と無効領域３４の輝度差ΔＥ（＝Ｅ１－Ｅ２）（ＥＶ）に対する補
正係数Ｐｈを示す。
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【表３】

【００５８】
　表３から明らかなように、有効領域３３の輝度Ｅ１が無効領域３４の輝度Ｅ２よりも高
く、その輝度差ΔＥが大きいほど、無効領域３４の透過率が高くなるように補正する。つ
まり、撮影画面の中央部が周辺部よりも明るいほど、換言すれば、撮影画面の周辺部が中
央部より暗いほど、周辺部の透過率を高くして周辺部の背景を見やすくする。画面中央部
と周辺部との輝度差が大きいときには、周辺部の透過率を高くして周辺部の画像を明るく
表示しても、有効領域３３と無効領域３４の境界、すなわち“クロップ高速撮影枠”を十
分認識できるから問題はなく、暗い周辺部の背景を見やすくして最適な撮影範囲と画角を
設定できるようにする。
【００５９】
　逆に、無効領域３４の輝度Ｅ２が有効領域３３の輝度Ｅ１よりも高く、その輝度差が大
きいほど、無効領域３４の透過率が低くなるように補正する。つまり、撮影画面の中央部
が周辺部よりも暗いほど、換言すれば、撮影画面の周辺部が中央部より明るいほど、周辺
部の透過率を低くし、有効領域３３と無効領域３４の境界、すなわち“クロップ高速撮影
枠”を認識しやすくする。このとき、周辺部の背景は明るいのであるから、透過率を低く
しても周辺部の背景を十分に認識でき、最適な撮影範囲と画角を設定できる。
【００６０】
　次に、先に求めた無効領域３４の透過率Ｔｃを補正係数Ｐｈにより補正して新しい透過
率Ｔｓを得る。
　Ｔｓ＝Ｔｃ・Ｐｈ　・・・（１）
そして、有効領域３３と無効領域３４の輝度差ΔＥに基づいて補正した後の透過率Ｔｓに
応じた駆動電圧を上記表２から求め、Ｄ／Ａコンバーター６１により駆動電圧をＳＩ表示
板２５の信号端子３５へ印加すればよい。
【００６１】
　このように、第３の実施の形態によれば、撮影画面の中の有効領域の被写体輝度と無効
領域の被写体輝度を測光し、有効領域と無効領域の輝度差に応じて透過率を補正するよう
にしたので、有効領域と無効用域の輝度差に応じた最適な無効領域の透過率を設定するこ
とができる。
【００６２】
　また、第３の実施の形態によれば、有効領域の被写体輝度が無効領域の被写体輝度より
高いほど透過率が高くなるように補正するようにしたので、撮影に先立って無効領域の背
景を視認しながら最適な撮影範囲と画角を決定することができる上に、有効領域の輝度が
無効領域の輝度より高いときは、無効領域の透過率が高くなるように補正しても有効領域
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【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】一実施の形態のカメラの上面図である。
【図２】一実施の形態のカメラの背面図である。
【図３】一実施の形態のカメラの撮影光学系とファインダー光学系を示す横断面図である
。
【図４】第１の実施の形態のカメラの電気ブロック図である。
【図５】スーパーインポーズ表示板（ＳＩ表示板）の正面図である。
【図６】第１の実施の形態のメイン処理を示すフローチャートである。
【図７】第１の実施の形態のクロップ高速撮影割り込み処理を示すフローチャートである
。
【図８】第１の実施の形態のクロップ表示処理ルーチンを示すフローチャートである。
【図９】第２の実施の形態のカメラの電気ブロック図である。
【図１０】第２の実施の形態のクロップ表示処理ルーチンを示すフローチャートである。
【図１１】撮影画面の有効領域と無効領域の輝度および輝度差を説明するための図である
。
【符号の説明】
【００６４】
２３　撮像素子
２５　スーパーインポーズ（ＳＩ）表示板
４９　測光部
５３　ＦＥＴ
５４、５５　抵抗器
６１　Ｄ／Ａコンバーター
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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